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○国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）（抄） 

 

第三章 本省に置かれる職及び機関  

第二節 審議会等  

第一款 設置  

 

第六条 本省に、次の審議会等を置く。 

国土審議会 

社会資本整備審議会 

交通政策審議会 

運輸審議会  

２ （略） 

 

第二款 国土審議会  

 

（所掌事務）  

第七条 国土審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政

策について調査審議すること。  

二 国土形成計画法（昭和二十五年法律第二百五号）、国土利用計画法、首都圏整備法（昭

和三十一年法律第八十三号）、首都圏近郊緑地保全法（昭和四十一年法律第百一号）、近

畿圏整備法（昭和三十八年法律第百二十九号）、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域

の整備及び開発に関する法律（昭和三十九年法律第百四十五号）、近畿圏の保全区域の整

備に関する法律（昭和四十二年法律第百三号）、中部圏開発整備法（昭和四十一年法律第

百二号）、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律（昭

和四十二年法律第百二号）、北海道開発法（昭和二十五年法律第百二十六号）、土地基本

法（平成元年法律第八十四号）、地価公示法 、国土調査法（昭和二十六年法律第百八十

号）、国土調査促進特別措置法（昭和三十七年法律第百四十三号）、水資源開発促進法（昭

和三十六年法律第二百十七号）、低開発地域工業開発促進法（昭和三十六年法律第二百十

六号）及び豪雪地帯対策特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する

こと。  

 

（組織）  

第八条 国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員三十人以内で組織

する。  

一 衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 六人  

二 参議院議員のうちから参議院が指名する者 四人  

三 学識経験を有する者 二十人以内  
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２ 前項第三号に掲げる者につき任命される委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。  

３ 委員は、再任されることができる。  

４ 委員は、非常勤とする。  

 

（会長）  

第九条 国土審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。  

２ 会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。  

３ 国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めてお

かなければならない。  

 

（特別委員）  

第十条 特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。 

２ 特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並

びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。  

３ 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解

任されるものとする。  

４ 第八条第四項の規定は、特別委員に準用する。  

 

（資料提出の要求等）  

第十一条 国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政

機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明そ

の他の必要な協力を求めることができる。  

 

（政令への委任）  

第十二条 この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に

関し必要な事項は、政令で定める。  

 

附 則 （抄） 

 

（施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日

〔平成十三年一月六日〕から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行す

る。  

 

（国土審議会の所掌事務の特例） 

第五条 国土審議会は、第七条各号に掲げる事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲げる日

までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を
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処理する。 

 

期  限 法  律 

令和七年三月三十一日 

 

山村振興法 

半島振興法 

令和九年三月三十一日 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法 

令和十五年三月三十一日 離島振興法 
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○国土審議会令（平成十二年政令第二百九十八号） 

  

（専門委員）  

第一条 国土審議会（以下「審議会」という。）に、専門の事項を調査させるため必要がある

ときは、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命す

る。  

３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任さ

れるものとする。  

４ 専門委員は、非常勤とする。  

 

（分科会）  

第二条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議

会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定により審議会に属させられた

事項を処理することとする。 

 

名 称 法 律 の 規 定 

土地政策分科会 

 

 

 

 

 

 

国土利用計画法（昭和四十九年法律第九十二号）第十三条第二項 

土地基本法（平成元年法律第八十四号）第十条第三項及び第十九

条 

地価公示法（昭和四十四年法律第四十九号）第二十六条の二 

国土調査法（昭和二十六年法律第百八十号）第十二条 

国土調査促進特別措置法（昭和三十七年法律第百四十三号）第三

条第一項（同条第六項において準用する場合を含む。） 

北海道開発分科会 北海道開発法（昭和二十五年法律第百二十六号）第四条 

水資源開発分科会 

 

 

水資源開発促進法（昭和三十六年法律第二百十七号）第三条第一

項、第四条第一項（同条第五項において準用する場合を含む。）

並びに第六条第一項及び第二項 

豪雪地帯対策分科会 

 

 

豪雪地帯対策特別措置法（昭和三十七年法律第七十三号）第二条

第一項及び第二項、第三条第一項（同条第四項において準用する

場合を含む。）並びに第五条 

２ 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員及び特別委員は、国土交通大臣が指名す

る。  

３ 分科会に属すべき専門委員は、会長が指名する。  

４ 分科会に、分科会長を置く。分科会長は、当該分科会に属する委員のうちから当該分科会

に属する委員及び特別委員がこれを選挙する。  

５ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。  

６ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は特別委員のうちから分科会
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長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。  

７ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることがで

きる。  

 

（部会）  

第三条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあって

は、分科会長）が指名する。 

３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員及び特別委員の互選により選任する。 

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は特別委員のうちから部会長があ

らかじめ指名する者が、その職務を代理する。 

 

（幹事）  

第四条 審議会に、幹事を置く。 

２ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。 

３ 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 

４ 幹事は、非常勤とする。 

 

（議事）  

第五条 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の二分の一以上が出席しなければ、会

議を開き、議決することができない。 

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある特別委員で会議に出席したものの過半数で

決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

３ 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。 

 

（庶務）  

第六条 審議会の庶務は、国土交通省国土政策局総務課において総括し、及び処理する。ただ

し、次の表の上欄に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる課に

おいて処理する。 

  

分 科 会 課 

土地政策分科会 国土交通省不動産・建設経済局土地政策課 

北海道開発分科会 国土交通省北海道局総務課 

水資源開発分科会 国土交通省水管理・国土保全局水資源部水資源政策課 

豪雪地帯対策分科会 国土交通省国土政策局地域振興課 
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（雑則）  

第七条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。  

 

附 則   

（施行期日） 

第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日

〔平成十三年一月六日〕から施行する。  

 

（分科会の特例） 

第二条 審議会に、第二条第一項の表の上欄に掲げる分科会のほか、次の表の期限の欄に掲げ

る日までの間、それぞれ同表の分科会の欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事

務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の法律の規定の欄に掲げる法律の規定により

審議会の権限に属させられた事項を処理することとし、これらの分科会の庶務は、それぞれ

同表の課の欄に掲げる課において処理する。この場合において、同条第二項中「前項の表の

上欄」とあるのは、「前項の表の上欄及び附則第二条第一項の表の分科会の欄」と読み替え

るものとする。 

  

期 限 分科会 法律の規定 課 

令和七年三月三

十一日 

 

山村振興対策

分科会 

 

山村振興法（昭和四十年法

律第六十四号）第七条第一

項及び第二十二条 

国土交通省国土政策局地域

振興課 

 

令和九年三月三

十一日 

 

 

 

特殊土壌地帯

対策分科会 

 

 

 

特殊土壌地帯災害防除及び

振興臨時措置法（昭和二十

七年法律第九十六号）第二

条第一項、第三条第一項及

び第五条 

国土交通省国土政策局地域

振興課 

 

 

 

令和十五年三月

三十一日 

 

 

 

離島振興対策

分科会 

 

 

 

離島振興法（昭和二十八年

法律第七十二号）第二条第

一項、第三条第三項（同条

第五項において準用する場

合を含む。）及び第二十一

条 

国土交通省国土政策局離島

振興課 

 

 

 

 

２ 前項の場合において、山村振興対策分科会及び特殊土壌地帯対策分科会の庶務は、農林水

産省農村振興局農村政策部地域振興課の協力を得て処理するものとする。 

 

３ 離島振興対策分科会については、令和五年三月三十一日までの間、第一項の表令和十五年
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三月三十一日の項中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条並びに離島振興法の一部を改

正する法律（令和四年法律第九十二号）附則第二条第一項の規定によりその規定の例による

こととされた同法による改正後の離島振興法第三条第三項」とする。  
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○国土審議会運営規則 

 

 （趣旨） 

第一条 国土審議会（以下「審議会」という。）の議事の手続その他審議会の運営に関し必要

な事項は、国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）及び国土審議会令（平成十二年政令

第二百九十八号）に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。  

 

 （招集） 

第二条 審議会の会議は、会長（会長が選任されるまでは、国土交通大臣）が招集する。 

２ 前項の場合においては、委員並びに議事に関係のある特別委員及び専門委員に対し、あら

かじめ、会議の日時、場所及び調査審議事項を通知しなければならない。  

 

 （書面による議事） 

第三条 会長は、やむを得ない理由により審議会の会議を開く余裕のない場合においては、事

案の概要を記載した書面を委員及び議事に関係のある特別委員に送付し、その意見を徴し、

又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決に代えることができる。  

 

 （会議の議事） 

第四条 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 会長は、審議会の会議の議事について、議事録を作成する。  

 

 （議事の公開） 

第五条 会議又は議事録は、速やかに公開するものとする。ただし、特段の理由があるとき

は、会議及び議事録を非公開とすることができる。 

２ 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開するものとする。 

３ 前二項の規定にかかわらず、会議、議事録又は議事要旨の公開により当事者若しくは第三

者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがあるときは、会議、議事録又は議事

要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。  

 

 （分科会への意見聴取） 

第六条 会長は、審議会の議決に関し、必要があると認めるときは、関係する分科会（第七条

第一項の付託に係る分科会の上申について議決を行う場合には、当該分科会を除く。）に意

見を聴くものとする。  

 

（分科会） 

第七条 会長は、分科会の所掌事務に関して諮問を受けた場合には、調査審議事項を当該分科

会に付託するものとする。ただし、やむを得ない理由により分科会に付託することができな

いときは、この限りでない。 
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２ 分科会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とする。 

３ 会長は、前項の議決に関し、国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策

又は他の分科会の所掌事務との調整を必要とすると認める場合を除き、同項の同意をする

ものとする。 

４ 会長は、第二項の同意をしたときは、必要に応じて、当該同意に係る議決を審議会に報告

するものとする。 

５ 第二条から第五条までの規定は、分科会の議事に準用する。この場合において、これらの

規定中「会長」とあるのは「分科会長」と、第二条第一項中「国土交通大臣」とあるのは「会

長」と読み替えるものとする。  

 

 （部会） 

第八条 会長（分科会に置かれる部会にあっては分科会長）は、必要があると認める場合に

は、調査審議事項を部会に付託することができる。 

２ 第二条から第五条までの規定は、部会の議事に準用する。この場合において、これらの規

定中「会長」とあるのは「部会長」と、第二条第一項中「国土交通大臣」とあるのは「審議

会に置かれる部会にあっては会長、分科会に置かれる部会にあっては分科会長」と読み替え

るものとする。 

 

 （雑則） 

第九条 この規則に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の議事の手続その他審議会、

分科会又は部会の運営に関し必要な事項は、それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。  

 

 

 附則（平成十三年三月十五日国土審議会決定） 

  この規則は、平成十三年三月十五日から施行する。 

 

 附則（平成十七年十二月十六日国土審議会決定） 

  改正後のこの規則は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正

する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（平成十七年政令第三百七十五号）

の施行の日から施行する。 
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水資源開発分科会における部会設置要綱 

 

平 成 １ ３ 年 ８ 月 ２ １ 日 

第１回水資源開発分科会決定 

 

（設置） 

１． 国土審議会令（平成１２年政令第２９８号）第３条第１項の規定に基づき、水資源開発 

分科会（以下「分科会」という。）に利根川・荒川部会、豊川部会、木曽川部会、淀川部

会、吉野川部会、筑後川部会、調査企画部会及び流域総合水管理のあり方検討部会（以下

「各部会」という。）を置く。  

 

（任務） 

２． 利根川・荒川部会は利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画（以下「基本

計画」という。）について、豊川部会は豊川水系における基本計画について、木曽川部会

は木曽川水系における基本計画について、淀川部会は淀川水系における基本計画につい

て、吉野川部会は吉野川水系における基本計画について、筑後川部会は筑後川水系におけ

る基本計画について、調査企画部会は各水系の基本計画に共通する事項等について、流域

総合水管理のあり方検討部会は流域治水・水利用・流域環境の取組の効果を最大化する流

域総合水管理のあり方について調査審議し、その結果を分科会に報告する。  

 

（庶務） 

３． 各部会の庶務は、国土交通省水管理・国土保全局水資源部水資源政策課において処理す

る。  

 

（雑則） 

４． この要綱に定めるもののほか、各部会の議事及び運営に関し必要な事項は、部会長が定

める。  

 

附 則 

この要綱は平成１３年８月２１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は令和７年１月１０日から施行する。 

  



 

 

11 
 

木曽川部会傍聴規則 

 

令和７年11月19日 

木曽川部会長決定 

 

（目的） 

第１条 この規則は、国土審議会運営規則（平成１３年５月１５日国土審議会決定）第９

条に基づき、木曽川部会を円滑に運営するため、傍聴に関し必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

（傍聴者） 

第２条 会議を傍聴する者は、あらかじめ事務局に申し入れ、許可を得た者に限る。 

 

（傍聴できない者） 

第３条 木曽川部会長は、木曽川部会の円滑な運営を妨げる恐れのある者の傍聴を禁止す

ることができる。 

 

（傍聴者の守るべき事項） 

第４条 傍聴者は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。 

一 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

二 建物、工作物その他の施設を破壊、損傷、汚損をおこなわないこと。 

三 その他会議の妨害となるような行為をしないこと。 

 

（写真、動画等の撮影、録音等の禁止） 

第５条 傍聴者は、写真、動画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、豊川

部会長の許可を得た場合は、この限りではない。 

 

（事務局の指示） 

第６条 傍聴者は、事務局の指示に従わなければならない。 

 

 

附 則 

この規則は、令和７年11月19日から施行する。 
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○水資源開発促進法（昭和三十六年十一月十三日法律第二百十七号） 

 

（目的）  

第一条  この法律は、産業の開発又は発展及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域に対す

る水の供給を確保するため、水源の保全かん養と相まつて、河川の水系における水資源の総合的な

開発及び利用の合理化の促進を図り、もつて国民経済の成長と国民生活の向上に寄与することを目

的とする。  

 

（基礎調査）  

第二条  政府は、次条第一項の規定による水資源開発水系の指定及び第四条第一項の規定による水

資源開発基本計画の決定のため必要な基礎調査を行なわなければならない。  

２  国土交通大臣は、前項の規定により行政機関の長が行なう基礎調査について必要な調整を行な

い、当該行政機関の長に対し、その基礎調査の結果について報告を求めることができる。  

 

（水資源開発水系の指定）  

第三条   国土交通大臣は、第一条に規定する地域について広域的な用水対策を緊急に実施する必要

があると認めるときは、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣そ の他関係行政機関の長に

協議し、かつ、関係都道府県知事及び国土審議会の意見を聴いて、当該地域に対する用水の供給を

確保するため水資源の総合的な開発及び利用の合理化を促進する必要がある河川の水系を水資源開

発水系として指定する。  

２  厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し前項に規定する

必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、水資源開発水系の指定を求めることができる。  

３  国土交通大臣が水資源開発水系の指定をするには、閣議の決定を経なければならない。  

４  国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、これを公示しなければならない。  

 

（水資源開発基本計画）  

第四条   国土交通大臣は、水資源開発水系の指定をしたときは、厚生労働大臣、農林水産大臣、経

済産業大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、関係都道府県知事 及び国土審議会の意見を

聴いて、当該水資源開発水系における水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となるべき水

資源開発基本計画（以下「基本計画」 という。）を決定しなければならない。  

２  国土交通大臣が基本計画の決定をするには、閣議の決定を経なければならない。  

３  基本計画には、治山治水、電源開発及び当該水資源開発水系に係る後進地域の開発について十

分の考慮が払われていなければならない。  

４  国土交通大臣は、基本計画を決定したときは、これを公示しなければならない。  

５  前四項の規定は、基本計画を変更しようとするときに準用する。  

６  厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、それぞれの所掌事務に関し必要があると認

めるときは、国土交通大臣に対し、基本計画の変更を求めることができる。  

第五条  基本計画には、次の事項を記載しなければならない。  
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一  水の用途別の需要の見とおし及び供給の目標  

二  前号の供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項  

三  その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項  

 

（国土審議会の調査審議等）  

第六条  国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、水資源開発水系及び基本計画に関する重要事

項について調査審議する。  

２  国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣又は関係行政機関の長に対

し、意見を申し出ることができる。  

３  関係行政機関の長は、第一項に規定する重要事項について、国土審議会の会議に出席して、意

見を述べることができる。  

 

第七条から第十一条まで  削除  

 

（基本計画に基づく事業の実施）  

第十二条  基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律（これに基づく命令を含む。）の規定

に従い、国、地方公共団体、独立行政法人水資源機構その他の者が実施するものとする。  

 

（基本計画の実施に要する経費）  

第十三条  政府は、基本計画を実施するために要する経費については、必要な資金の確保その他の

措置を講ずることに努めなければならない。  

 

（損失の補償等）  

第十四条  基本計画に基づく事業を実施する者は、当該事業により損失を受ける者に対する措置が

公平かつ適正であるように努めなければならない。  

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から施行する。  

 

   附 則 （昭和三八年七月一〇日法律第一二九号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から施行する。  

 

   附 則 （昭和四〇年六月二九日法律第一三八号） 抄  

（施行期日） 
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１  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令

で定める日から施行する。  

一及び二  略  

三  附則第五項及び附則第七項から第十項までの規定  

 

   附 則 （昭和四一年七月一日法律第一〇二号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から施行する。  

 

   附 則 （昭和四九年六月二六日法律第九八号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。  

（経過措置） 

第五十五条 従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並

びに その委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員

並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別 委員は、それぞれ総理府又

は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。  

 

   附 則 （昭和五三年五月二三日法律第五五号） 抄  

（施行期日等） 

１ この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。  

一  略  

二  第一条（台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。）及び第六条から第九条までの規定、

第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び

第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定め

る日  

（経過措置） 

３ 従前の総理府の国土利用計画審議会並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開発審議会並び

にその会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに小笠原諸

島復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性を

もつて存続するものとする。  

 

   附 則 （昭和五八年一二月二日法律第七八号）  

１  この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。  

２ この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の

日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政
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令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の

施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。  

 

   附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の

規定 公布の日  

（職員の身分引継ぎ） 

第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水

産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前の府

省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百 二十号）第八条の審議会等の会

長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びにこれらに

類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤

務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚

生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条において「新府省」

という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属す

る従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しく

は機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。  

（別に定める経過措置） 

第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置

は、別に法律で定める。  

 

   附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。  

 

   附 則 （平成一四年一二月一八日法律第一八二号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。  

一  附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 平成十五年十月一日  

 
 


